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（公印省略） 

 

 

事業用自動車の安全運行の徹底について 

 

 

５月に入り、札幌市及びその近郊において、事業用自動車が歩行者と衝突する交通 

事故が相次いでおり、死亡事故を含む重大事故も発生しております。 

 公共交通を担う事業者が関与する事故が続発している現状は、極めて憂慮すべき状 

況であり、業界全体で強い危機感を共有する必要があります。 

これまでに発生した事故を確認したところ、夜間・薄暮時、信号機や横断歩道の設

置されていない交差点付近、右左折時における歩行者の安全確認不足といった点が共

通要因として見受けられます。 

つきましては、対歩行者事故の防止を図るため、改めて次の事項について、会員事

業者に周知徹底をお願いいたします。 

 

 歩行者等を早期に発見するため、夜間においては昼間よりも速度を落として走行

するとともに、前照灯の上向き・下向きの切り替えを適切に行うこと 

 見通しの悪い交差点や道路横断が予想される場所においては、確実な徐行又は停

止を行うこと 

 スマートフォン等を注視しながらの運行を行わないこと 
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